
令和　７年　４月３０日

対象件名

回答内容

ご質問のとおり、「統括技術者」になりますので、特記仕様書を差替え
ます。

質問内容

特記仕様書　7.その他（1）文中の　なお書きの技術者について、「な
お、別件業務を行わない日は、当該業務で管理技術者を計上するもの
とし、」と記載されていますが、統括技術者ではないのかご教示をお願
いします。

質問に対する回答書

令和7年度苅田港航行安全管理業務


